
給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント

令和３年１０月

鳥取県人事委員会



1

本年の給与勧告の概要

１ 月例給（給料及び諸手当）

○ 県職員の給与は県内民間の給与を348円（0.10％）上回っているものの、ほぼ均衡した水準であること、
世代間給与配分の見直しの実施等を考慮し、据置き。

○ 月例給の据置きは４年連続。
○ 令和４年度から本県給料表を現行の国俸給表に準じて改定（切替え）
○ 改定により若年層職員は水準引上げ、中高年齢層職員は水準抑制となり、全体としては引下げとなり、

公民較差が縮小

【民間給与との較差】

２ 特別給（期末手当及び勤勉手当）

○ 県職員の年間支給月数（4.00月）が民間の支給月数（3.95月）を上回っているため、0.05月分引き下げ。

○ 支給月数の引下げ分（△0.05月分）の配分は、期末手当（△0.03月分）及び勤勉手当（△0.02月分）。

○ 特別給の引下げは、2年連続。

≪実施時期≫

・特別給の引下げ 改正条例の公布日（本年12月期分の特別給から実施）

民間給与 346,448円
較差 △348円(△0.10%)

県職員給与 346,796円
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給与改定の状況

人事委員会勧告の手順

鳥取県人事委員会では、県職員と県内民間企業従業員の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精確に比較し、その結果得られた較差等に基づき勧告
を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）を精確に把握し、年間の民間支給割合と職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を比較して勧
告を行っています。

ボーナス

個人別調査事業所別調査

民間企業従業員（事務・技術）と職員（行政職）との給与を比較
役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

（ラスパイレス方式）

個人別調査
４月分給与

（行政職3,091人）

議会知事

人事委員会勧告

民間の特別給の
年間支給割合との比較

（勧告の取扱決定） （給与条例の改正）

４月分給与

（3,143人を対象）

※改定の有無にかかわらず調査

・情勢適応の原則
・均衡の原則
等を考慮し、給与勧告内容を決定

給与条例改正案

民間企業従業員の給与の調査
（企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上）

【対象となる事業所227事業所のうち141事業所を調査】
県職員の給与の調査（9,７８０人が対象）
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公 民 給 与 の 比 較 方 法 （ ラ ス パ イ レ ス 比 較 ）



鳥取県職員は行政職給料表適用者、国家公務員は行政職俸給表（一）適用者である。
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鳥取県職員の平均給与額の推移
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特別給の支給月数の推移

区分 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

県内民間 4.09 4.02 3.99 4.01 4.03 3.99 3.95

県職員 4.00 4.10 4.00 4.00 4.00 4.05 4.00

※県職員の支給月数は、当該年の勧告前の支給月数（６月、１２月期）であり、県内民間は、前年８月から当該年７月までの支給月数である。
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最近の給与勧告等の状況

月例給

改定率 年間支給月数 対前年比

平成１８年 △０．１２％ ４．２５月 △０．２０月

平成１９年 △０．０２％ ４．０５月 △０．２０月

平成２０年 △３．２０％ ４．０２月 △０．０３月

平成２１年 △０．８６％ ３．８６月 △０．１６月

平成２２年 改定なし ３．９０月 ０．０４月

平成２３年 △０．５７％ 改定なし ０．００月

平成２４年 △１．７８％ 改定なし ０．００月

平成２５年 改定なし 改定なし ０．００月

平成２６年 改定なし ４．００月 ０．１０月

平成２７年 １．２６％ ４．１０月 ０．１０月

平成２８年 １．０６％ ４．００月 △０．１０月

平成２９年 ０．９１％ 改定なし ０．００月

平成３０年 改定なし 改定なし ０．００月

令和元年 改定なし ４．０５月 ０．０５月

令和２年 改定なし ４．００月 △０．０５月

令和３年 改定なし ３．９５月 △０．０５月

特別給
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＜勧告後の年間給与の影響額（モデルケース）＞

〇行政職１級 大卒新規採用職員（２３歳、扶養親族なし）

改定前： 2,982,400円

影響額： －9,320円（－0.31%）

改定後： 2,973,080円

給与改定に伴う影響額

【勧告後の年間給与の影響額（行政職一人当たり平均）】

改定前 ： 5,506,371円

影響額 ： ｰ17,400円（ｰ0.32％）

改定後 ： 5,488,971円 （※ 行政職平均年齢43.2歳）

〇行政職５級 課長補佐級職員（５０歳、配偶者・子２人）

改定前： 6,688,066円

影響額： －21,971円（－0.33%）

改定後： 6,666,095円


